
光市業務改革（ＢＰＲ）支援業務 

仕様書(案) 

令和７年４月 

光市 政策企画部 行政経営室 



１ 業務名称 

  光市業務改革（ＢＰＲ）支援業務（以下「本業務」という。） 

２ 業務の目的 

  少子高齢化や人口減少が急速に進行する中、光市（以下「市」という。）が安定的な行

政サービスの提供や新たな行政課題に対応し、持続可能な行財政運営を行うためには、共

通事務の集約化、業務手順や処理方法の見直し等、業務プロセスの標準化や最適化を図る

業務改革（ＢＰＲ）を推進する必要がある。 

  本業務では、現在の業務量や業務遂行における課題を把握し、業務の効率化に向けた検

討及び分析を行い、改善施策の提案及び移行方針の作成等を行うことを目的とする。 

３ 業務期間 

  契約締結日の翌日から令和８年３月３１日（火）まで 

４ 業務の実施 

（１）本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。 

（２）受託者は、業務の実施に当たり、関係法令及び条例を遵守すること。 

 （３）受託者は、業務の実施に当たり、市と十分な協議を行い、その意図や目的を理解

した上で、適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。特に業務の現状把握及

び業務分析に当たっては、行政業務のＢＰＲ業務分析等類似業務に携った経験を十

分に有するスタッフを配置し行うこと。 

 （４）受託者は、業務の実施に当たり、業務に係る最新の事例、情報等を収集し、業務

への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な報告を行うこと。 

 （５）受託者は、業務の進捗について、市に対して定期的に報告を行うこと。 

 （６）受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 （７）受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

 （８）受託者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ市に書面によ

り報告し、市の承認を得ること。 

 （９）本仕様書に定めのない事項や本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やか

に市と協議を行い、指示を仰ぐこと。 

５ 提出書類 

  受託者は、契約締結後２週間以内に、次に掲げる書類を提出し、承認を受けなければ

ならない。 

 （１）業務行程表 

 （２）業務費内訳書 



 （３）業務責任者通知書 

 （４）業務計画書 

  ア 業務概要 

  イ 実施方針 

  ウ 業務工程 

  エ 業務組織計画 

  オ 成果品の内容 

  カ 連絡体制（緊急時を含む） 

  キ その他必要とする事項 

 （５）その他市が必要と認める書類等 

６ 打ち合わせ及び記録作成 

  業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は市と打ち合わせを行い、業務進捗状況

の報告、業務方針及び疑義事項の確認等を行い、その内容については受託者がその都度

記録を作成すること。 

７ 業務遂行に必要な資料等 

  受託者は、本業務において市から貸与される資料等の重要性を認識し、資料等の破

損、滅失及び盗難等の事故のないように取り扱い、使用後は速やかに返却すること。 

  また、その他業務の遂行上必要な資料については、受託者の責任において収集するこ

と。 

８ 業務内容 

  本業務を実施するため、次の業務内容を行うものとする。なお、業務内容は、市の業

務分析に必要と思われる事項を示したものであり、受託者からの企画提案に基づき市と

受託者で協議して内容を決定するものとする。 

 ＢＰＲ対象業務：収納対策課「還付金返還業務」 

（１）業務フローの作成 

    対象業務について、業務内容を把握するためのヒアリングを行い、ビジネスプロ

セスモデリング表記法にて業務フローを作成すること。 

    また、作成する業務フローの詳細さを示すサンプルを提示し、作成手順を提示す

ること。 

    なお、ヒアリングは対面での実施を原則とする。 



 （２）工程別工数調査 

    （１）で作成した業務フローを基に、各工程の作業時間を調査しデータ化するこ

と。 

    また、工数調査にて取得するデータ項目等を示すサンプルを提示し、調査実施手

順を提示すること。 

 （３）課題抽出 

    （２）で整理した現状を分析し、ヒアリング時に収集した定性的な情報も含め、

総合的に対象業務の課題の明確化を行うこと。 

 （４）業務の改善策案の検討 

    （３）で明確化した課題について、効果的、効率的な業務の遂行を妨げている問

題点等を分析し、その改善策案等を検討すること。なお、ＲＰＡを活用した手法以

外の改善策案等も検討すること。 

 （５）次年度予算要求に向けた提案 

    市の予算要求時期に（４）における改善策案等の検討状況を踏まえ、次年度予算

要求に向けた暫定的な提案内容を提示すること。 

 （６）業務改善方針の策定 

    （４）で検討した改善策案について、業務改善方針及び具体的な改善施策を提示

すること。改善施策については、改善効果及び改善に係る費用を積算し、費用対効

果の試算及び分析を行い、取組の優先順位を検討すること。 

    改善施策については、積算根拠資料や他自治体の類似事例があれば合わせて提示

すること。 

 （７）ＢＰＲ研修 

    職員がＢＰＲの必要性を理解し、市民サービスの向上や自身の業務フローの効率

化に取り組むためのマインドセットを習得することを目的に次の内容の研修を実施

すること。 

  ア 意識改革に関する内容 

  イ 技術習得に関する内容（ノウハウ等） 

    なお、研修の内容は本業務のＢＰＲ結果や他自治体等におけるＢＰＲ取り組み実

績を含めたものとし、管理職向け・一般職向けの計２回実施すること。 

 （８）業務報告書の作成 

    本業務の検討結果として、現状把握やヒアリングによる業務の業務量・プロセス

等の可視化の結果、問題点、課題、改善施策、改善施策実行に係る費用と実行後の

結果の推計、業務分析継続手法等を取りまとめた報告書を作成すること。 



９ 実施スケジュール 

  実施スケジュールは以下のとおりとする。なお、実際のスケジュールは、契約締結後

に市と受託者が協議して決定する。 

項 目 時 期 

業務フロー作成 令和７年７月中旬～令和７年８月下旬 

工程別工数調査 令和７年８月下旬～令和７年９月下旬 

課題抽出 令和７年９月下旬～令和７年１０月下旬 

業務の改善策案の検討 令和７年１０月下旬～令和７年１２月上旬 

次年度予算要求に向けた提案 令和７年１１月上旬～令和７年１１月中旬 

業務改善方針の策定 令和７年１２月上旬～令和８年１月中旬 

業務報告書の作成 令和８年１月中旬～令和８年２月中旬 

ＢＰＲ研修 令和８年３月上旬 

業務報告書の提出 令和８年３月中旬 

10 成果品 

 （１）受託者は、業務完了後直ちに、業務完了届及び成果品を提出し、市の検査を受け

ること。検査において、市から訂正等を指示された場合には、直ちにこれを訂正す

ること。

 （２）業務完了後、受託者の責に帰すべき事由による成果品の不良箇所があった場合、

受託者が速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これにかかる費用

は、受託者が負担するものとする。

 （３）本業務における成果品は以下のとおりとし、作成及び提出すること。

  ア 業務報告書

    Ａ４判 ３部

  イ 電子データ

    本業務において業務上作成した以下の資料一式の電子データを、ＣＤ－Ｒ等の媒

体で納品すること。なお、特に指定があるものを除き、Ｍｉｃｒｏｓоｆｔ Ｏｆ

ｆｉｃｅ Ｗｏｒｄ又はＥｘｃｅｌで閲覧できる電子データとすること。

  （ア）業務報告書 一式

  （イ）調査票及び調査結果 一式

  （ウ）その他作成した資料 一式 

11 委託料の支払い 

  市は、委託業務の完了を確認した後、支払い請求書を受理したときは、請求があった

日から起算して３０日以内に一括して委託料を支払うものとする。 



12 その他 

 （１）本業務により得られた成果品及び資料、情報等は、市の許可なく他に公表、貸

与、使用、複写、遺漏してはならない。 

 （２）受託者は、本業務中に事故が生じないよう細心の注意を払うとともに、万が一事

故が発生した場合には、生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況

等を速やかに市に報告し、最善の処置を行わなければならない。 

 （３）受託者は、当該業務の実施に当たっては、業務上知り得た個人情報を他人に漏ら

してはならない。また、業務終了後においても同様とする。 

 （４）本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は定めのない事項について

は市と受注者が協議のうえ、決定するものとする。 

 （５）受注者の責めに帰する事由により発注者が契約を解除した場合において、発注者

が損害を受けたときは、受注者はその相当因果関係の範囲の損害を賠償するものと

する。賠償額は、発注者と受注者が協議してこれを定める。 

 （６）発注者は、受注者が以下のいずれかに該当するときは、これによって生じた相当

因果関係の範囲内の損害の賠償を請求できるものとし、賠償額は、発注者と受注者

が協議してこれを定める。 

  ア 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

  イ この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

  ウ その他、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であると

き。 


